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(い
じ
ち
)
季
安

･
季
通
父
子
は
､
江
戸
末

～
明
治
期
薩
摩
の
歴

史
家
で
'
い
う
ま
で
も
な
く

『薩
藩
旧
記
雑
録
』
の
編
者
で
あ
る
｡
『薩
藩

旧
記
雑
録
』
(原
名

『旧
記
雑
録
』
)
は
､
季
安
が
始
め
'
季
通
が
完
成
さ
せ

た
'
薩
摩
藩

(藩
主
島
津
氏
)
領
域
に
関
す
る
史
料

(古
文
書
な
ど
)
を
書

写

･
編
年
集
成
し
た
極
め
て
彪
大
な
史
料
集
で
あ
り
'
そ
の
父
子
自
筆
草
稿

本

(三
六
二
冊
)
は
'
現
在
'史
料
編
纂
所
が
所
蔵
す
る
が

(『島
津
家
文
書
』

の
う
ち
)
'
近
年
'
平
成
九
年

(
1
九
九
七
)
六
月
に
国
の
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
｡
収
録
し
た
時
代
範
囲
も
広
く

(平
安
期
-
明
治
期
｡
長
久
二

年

～
明
治
二
八
年
､

一
〇
四

一
-
1
八
九
五
)
'
全
国
的
に
見
て
編
年
史
料

集
の
先
駆
け
だ
と
い
え
る
｡
そ
の
全
文
は
'右
の
島
津
家
本
を
底
本
と
し
､
『鹿

児
島
県
史
料
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た

(完
結
､
全

一
七
冊
)
.

1
方
､
季
安

･
季
通
父
子
に
つ
い
て
､
彼
ら
の
業
績
を
中
心
に
伝
記
作

成
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
が

(注

-
)'
父
の
季
安

(天
明
二
～
慶
応

三
二

七
八
二
～
一
八
六
七
)
よ
り
も
'
か
え
っ
て
子
息
の
李
通

(文
政

1

-
明
治
三
四
､
1
八

一
八
～
一
九

〇
1
)
の
方
が
履
歴
に
つ
い
て
不
明
な
点

が
多
い

(注

2
)｡
父
の
季
安
は
明
治
を
待
た
ず
慶
応
三
年
に
没
し
て
い
る

が

(翌
年
が
明
治
元
年
)
'
と
り
わ
け
明
治
初
頭
の
､
季
通
の
動
向
は

1
向

に
明
ら
か
で
な
い
｡

先
日
'
｢田
中
義
成
日
記
と

『大
日
本
史
料
』
創
刊
の
こ
と
ど
も
｣
(『長

山
口
‥伊
地
知
季
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

崎
大
学
教
育
学
部
紀
要

人
文
科
学
』
六
三
号
､
二
〇
〇
1
年
六
月
)
を
成

し
た
が
'
遡
っ
て
明
治
初
期
の
中
央
史
局
に
関
す
る
諸
史
料
を
通
覧
､
点
検

し
て
み
た
｡

一

伊
地
知
季
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課

史
料
編
纂
所
所
蔵
の

[歴
史
課
中
宮
貝
諸
屈
紹
]
(貴
重
書
'
0
)
7

0
-

2
4
)

を
通
覧
し
て
い
た
と
こ
ろ
'
伊
地
知
季
通
関
係
の
史
料
が
散
見
さ
れ
た
｡
合

わ
せ
て
十

一
通
だ
が
'
い
ず
れ
も
未
刊
､
こ
こ
に
収
録
順
に
'
適
宜
読
点
を

施
し
'
そ
の
本
文
を
紹
介
し
よ
う
｡

①

私
儀
依

御
用
召
､
旧
年
十
二
月
十
九
日
鹿
児
嶋
出
立
'
路
程
三
百
七
十
七
里
'

同
廿
九
日
着
京
'
本
月
十
三
日
拝
命
仕
候

こ
付
'
滞
留
日
当
御
波
被
成

下
度
'
此
段
奉
願
候
'
己
上
'

但
旅
費
之
儀
ハ
､
鹿
児
嶋
県
庁
ヨ
リ
被
相
渡
候
'

十
二
等
出
仕

明
治
八
年

1
月
廿
二
日

伊
地
知
季
通

印

史
官
御
中

(こ
れ
は
写
し
だ
が
'
こ
の
正
文
=
季
通
自
筆
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵

■



長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢

第
六
十
二
号

(二
〇
〇
三
年
)

『公
文
録
』
に
あ
り
｡
後
掲
)

明
治
八
年
三
月
廿
二
日

外
史
御
中

二

歴
史
課
長

国

(朱
印
写
)

(罫
紙
'
｢太
政
官
｣
用
等
)

②

十
二
等
出
仕
伊
地
知
季
通
ヨ
リ
別
紙
之
通
届
書
願
出
候

二
付
'
此
廻
中

候
也
'

明
治
八
年
三
月
八
日

･
外
史
御
中

･
歴
史
課

(罫
紙
'
｢太
政
官
｣
用
等
)

③

去
月
廿
二
日
ヨ
リ
眼
病
相
煩
'
引
篭
療
養
仕
候
得
共
'
兎
角
同
篇
l二
丁
､

此
後
尚

一
層
療
養
相
加
度
'
尤
時
々
歩
行
仕
度
候
間
'
別
紙
医
案
相
添
､

此
段
御
屈
中
上
候
也
'

十
二
等
出
仕

明
治
八
年
三
月
八
日

歴
史
課
長
殿

伊
地
知
季
通

(当
時
の
歴
史
課
長
-
長
松
幹
)

④

容
体
書

伊
地
知
季
通

･

右
者
'
去
月
中
旬
ヨ
リ
網
膜
炎

モ
ア
視
力
衰
耗
､
去
月
十
九
日
ヨ
リ
私

引
請
治
療
罷
在
候
処
､
病
症
柄
今
全
癒

二
至
ラ
ス
'
尚

一
層
之
加
養
致

サ
ス
候
テ
ハ
'
全
治

二
至
り
難
ク
被
存
候
､
依
之
診
断
如
此
に
御
座
候

也
'

三
等
侍
医
伊
東
方
城

印

明

治

八

年
三
月

⑤

十
二
等
出
仕
伊
地
知
季
通
ヨ
リ
別
紙
之
通
願
出
候
間
'
出
仕
被
免
度
候
也
'

⑥

私
儀

先
般
出
仕
拝
命
難
有
相
勤
居
候
処
'不
図
モ
去
月
中
旬
よ
り
眼
病
煩
付
､

療
養
仕
候
得
共
'
未
快
治
条
'
兼
療
養
中
､
読
書
等
視
力

一
切
用
間
数
'

且
急
々
全
癒
無
覚
束
旨
医
師
よ
り
申
開
候
に
付
'
即
今
出
勤
之
場
合
に

至
り
兼
御
用
之
御
差
支
に
も
相
成
'
恐
入
候
､
努
退
職
之
上
養
生
仕
度

奉
存
候
'依
之
情
実
御
採
用
被
下
出
仕
被
免
度
'此
段
奉
願
上
候
､
以
上
'

十
二
等
出
仕

明
治
八
年
三
月
廿
日

史
官御

中

伊
地
知
季
通

⑦

依
願
被
免
出
仕
'
難
有
御
詣
中
上
候
､
以
上
'

明
治
八
年
三
月
廿
四
日

十
二
等
出
仕

伊
地
知
季
通

式
部
寮御

中

元
十
二
等
出
仕
伊
地
知
季
通

本
月
廿
二
日
依
願
出
仕
被
免
候
処
'
別
紙
之
通
滴
二
年
勤
続
二
付
'
御

定
規
之
月
給

1
月
分
下
賜
候
様
致
度
候
也
'



明
治
八
年
三
月
廿
七
日

歴
史
課
長

⑪

1

金
弐
拾
五
円

但
二
周
滴
年
被
下
分

(注
3
)

(罫
紙
'
｢太
政
官
｣
用
等
)

同
八
拾
九
円
三
拾
銭

但
東
京
ヨ
リ
鹿
児
島
県
迄
帰
県
旅
費

右
正
二
拝
受
仕
候
也
､

⑨

明
治
五
年
十

一
月
十
四
日

一

鹿
児
島
県
十
三
等
出
仕
拝
命
仕
候
'

同
八
年

一
月
十
三
日

一

十
二
等
出
仕
拝
命
仕
候
､

同
年
三
月
廿
四
日

1

依
願
被
免
出
仕
候
'

右
之
通
御
座
候
也
'

明
治
八
年
四
月

1
日

歴
史
課御

中

元
十
二
等
出
仕

(印
文
｢季
通
｣
)

伊
地
知
李
通

(黒
印
)

明
治
八
年
三
月
廿
五
日

歴
史
課御

中

鹿
児
島
県
士
族

伊
地
知
季
通

私
儀

今
般
依
願
出
仕
被
免
'
難
有
奉
存
候
､
就
而
者
急
速
帰
県
仕
度
候
間
'

東
海
道
筋
鹿
児
島
迄
御
定
則
之
旅
費
下
賜
度
､
此
段
奉
願
候
'
以
上
'

元
十
二
等
出
仕

明
治
八
年
三
月
廿
七
日

史
官

御
中

伊
地
知
季
通

山
口
‥
伊
地
知
李
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

ご
覧
の
よ
う
に
明
治
八
年

(
一
八
七
五
)

1
月
～
四
月
'
僅
か
二
ケ
月
余

り
の
も
の
で
､
当
時
は
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
時
期

(明
治
五
年

1
0
月
～

八
年
四
月
)
'歴
史
課
長
は
長
松
幹
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち

｢歴
史
課
｣
や

｢歴

史
課
長
｣
が
発
し
た
も
の

(②
'⑤
⑧
)
は
'罫
紙
で
｢太
政
官
｣
用
篭
で
あ
る
｡

要
す
る
に
伊
地
知
季
通
は
'
右
の
史
料
群
に
よ
っ
て
'
明
治
八
年
の
は
じ
め

僅
か
二
ケ
月
余
り
だ
が
'
中
央
史
局
た
る
太
政
官
正
院
歴
史
課
に
勤
務
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
こ
こ
で
初
め
て
知
り
え
た
事
実
だ
と
い
え
よ
う
｡
実

は
季
通
自
身
､
以
後
'
こ
の
点
に
触
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
｡

先
ず
右
の
史
料
⑨

(い
わ
ば
季
通
の
履
歴
書
)
や
①
②
に
記
さ
れ
る
よ
う

に
'
季
通
は
'
明
治
五
年
十

一
月
以
来

｢鹿
児
島
県
十
三
等
出
仕
｣
だ
っ
た

が
'
｢御
用
召
｣
(中
央
官
庁
か
ら
の
出
頭
命
令
)
に
よ
り
鹿
児
島
を
離
れ
'

同
八
年

一
月
十
三
日

｢十
二
等
出
仕
｣
と
な
り
'
同
年
三
月
二
十
四
日

｢依

願
｣
免
と
な
る
ま
で
の
間
'
中
央
の
太
政
官
正
院
歴
史
課
に
あ
っ
た
｡
季
通

は
'
そ
の
間
､
早
く
も
二
月
二
十
二
日
よ
り

｢眼
病
｣
を
煩
っ
た
た
め
'
｢療

養
｣
に
努
め
た
い
旨
､
｢医
案
｣
を
添
え
て
歴
史
課
長
に
届
け
出
て
い
る

(③
)
0

三



長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢

第
六
十
二
号

(二
〇
〇
三
年
)

こ
の

｢医
業
｣
'
即
ち
三
等
侍
医
伊
東
方
城

(注
4
)
が
書
い
た

｢容
体
書
｣

(④
)
に
よ
れ
ば
'
実
は
既
に
二
月
十
九
日
よ
り
季
通
の

｢治
療
｣
を
引
き

受
け
て
お
り
'
｢網
膜
炎
｣
に
よ
る

｢視
力
衰
耗
｣
で
あ
っ
た
｡
つ
い
に
三

月
二
十
日
､
季
通
は
'

一
向
に

｢快
治
｣
せ
ず
'
｢読
書
｣
や

｢出
勤
｣
に

支
障
が
出
て
来
た
た
め
'
｢養
生
｣
に
専
念
し
た
い
と
'
歴
史
課

(｢史
官
御

中
｣
)
あ
て
に

｢退
職
｣
願
を
提
出
し
て
い
る

(⑥
)
｡
歴
史
課
長
の
長
松
幹

は
'
二
十
二
日
'
こ
の
旨
を
取
り
次
い
で
上
申
し
て
い
る

(｢外
史
御
中
｣
'

⑤
)
｡
早
速
'
受
理
さ
れ
た
と
い
え
る

(⑦
)
｡
つ
い
で
三
月
二
十
七
日
'
歴

史
課
長
は

｢元
十
二
等
出
仕
伊
地
知
季
通
｣
の
退
職
金
に
つ
い
て
申
請
し
て

お
り

(｢外
史
御
中
｣
)
'
そ
の
文
中
で

｢別
紙
之
通
満
二
年
勤
続

二
付
'
御

定
規
之
月
給

一
月
分
下
賜
｣
さ
れ
た
い
と
記
し
て
い
る

(⑧
)
｡
｢別
紙
｣
と

は
'
先
に
触
れ
た
⑨
を
指
そ
う
｡
同
じ
三
月
二
十
七
日
の
こ
と
'
季
通
自
身

は
､
｢帰
県
｣
旅
費

(｢東
海
道
筋
鹿
児
島
迄
御
定
則
之
旅
費
｣
)
を
歴
史
課

(｢史

官
御
中
｣
)
に
請
求
し
た

(⑩
)
｡
そ
し
て
季
通
は
'
四
月

一
日
付
で
'
こ
れ

ら
退
職
金
と

｢帰
県
旅
費
｣
に
つ
い
て
受
領
書
を
成
し
た

(⑪
)
｡
退
職
金

は
極
め
て
僅
か

(｢二
周
満
年
｣
分
だ
が
)
'
帰
県
旅
費
よ
り
は
る
か
に
少
な

い
｡
な
お
初
め
の
｢御
用
召
｣
に
伴
う
上
京
日
数
は
十
日
か
か
っ
て
い
る
が
(明

治
七
年

｢十
二
月
十
九
日
鹿
児
島
出
立
～
二
十
九
日
着
京
｣
)
'
そ
の
旅
費
は

鹿
児
島
県
庁
が
支
払
っ
て
い
る

(①
)
0

右
の
う
ち
①
と
⑪

(即
ち
最
初
と
最
後
)
に
つ
い
て
は
､正
文

(季
通
自
筆
)

が
の
こ
っ
て
い
る
｡
①
は
国
立
公
文
書
館
所
蔵

『公
文
録
』
の
中
に
あ
り

(注

5
)'⑪
は
こ
れ
自
体
が
正
文
で
あ
る
｡
と
も
に
'
『
(薩
藩
)
旧
記
雑
録
』
(特

に
島
津
家
本
)
な
ど
で
頻
出
す
る
季
通
独
特
の
筆
跡
と
同
じ
だ
と
い
え
'
署

名
の
下
に
黒
印

(印
文

｢季
通
｣
､
陽
刻
)
が
捺
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
正

文
か
ら
の
写
真

(複
写
)
を

[図
1
]
[図
2
]
と
し
て
後
掲
す
る
｡
ま
た

四

念
の
た
め
､
こ
こ
に
①
の
正
文

(『公
文
録
』
所
収
'
後
掲

[図
1
])
を
翻

刻
､提
示
し
よ
う
｡
①

(写
し
)
と
は
用
字
に
若
干
異
同
が
あ
る
と
気
付
く
｡

異
同
箇
所
に
*
を
付
け
て
み
た
｡

私
儀
依

･

*

御
用
召
'
旧
年
十
二
月
十
九
日
鹿
児
島

出
立
'
路
程
三
百
七
十
七
里
､

*
*

同
二

十

九
日
着
京
'
本
月
十
三
日
拝
命
仕
候
二
付
'
滞
留
日
当
御
渡
被

港

成
下
度
'
此
段
奉
願
候
∵
以

上
'

*

*

但
旅
費
之
儀
者

'
鹿
児
島

県
庁
ヨ
リ
被
相
渡
候
'

明
治
八
年

1
月
廿
二
日

史
官御

中

十
二
等
出
仕伊

地
知
季
通

(印
)

以
上
の
よ
う
に
伊
地
知
季
通
に
と
っ
て
は
'
折
角
の
中
央
史
局
と
の
直
接

的
な
縁
が
で
き
た
の
に
'
｢歴
史
課
｣
勤
務
は
'
眼
病
=
網
膜
炎
の
た
め
僅

か
二
ケ
月
余
り
で
寂
し
く
終
わ
っ
た
｡
季
通
五
十
七
歳
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡

つ
い
先
日
'
史
料
編
纂
所
は
史
料
集
刊
行
百
周
年
記
念
に

『東
京
大
学
史

料
編
纂
所
史
史
料
集
』
を
編
集
･発
行
し
(二
〇
〇
1
年

二

月
)
'そ
こ
で
｢第

三
章

史
料
編
纂
所
の
教
職
員
｣
を
設
け
'
明
治
二
年

(
一
八
六
九
)
設
置

の
史
料
編
輯
国
史
校
正
局

･
国
史
編
輯
局
以
来
､
最
近
に
至
る
ま
で
の
中
央

史
局
の
教
職
員
に
つ
い
て
詳
細
な

｢職
員
録
｣
を
作
成
'提
示
し
て
い
る
が
'

伊
地
知
季
通
の
名
は
見
え
な
い
｡

し
か
し
以
上
の
よ
う
に

[歴
史
課
中
官
員
諸
届
綴
]
に
的
確
な
史
料
が
多

く
収
録
さ
れ
て
い
る

(①

～
⑪
､
な
お
①
の
正
文
は

『公
文
録
』
に
収
録
)
0

ま
た
太
政
官
編

『太
政
官
職
員
録
明
治
八
年
一月
十
三
日
盟

に
お
い
て
'
｢正
院
｣



項
に

｢十
二
等
出
仕
｣
と
し
て

｢伊
地
知
季
通
十
が
見
え
'
続
い
て

『太
政

官
職
員
録
明
治
八
年
三
月
十
五
日
改
』
に
お
い
て
'
｢正
院
｣
項
に

｢十
二
等
出
仕
｣

と
し
て

｢伊
地
知
季
通
鹿
児
島
県
士
族
｣
が
見
え
る

(史
料
編
纂
所
架
蔵

『太

政
官
職
員
録
』
二
)
｡
こ
こ
に
季
通
は
､当
時
､明
ら
か
に
歴
史
課
の
職
員
だ
っ

た
と
い
え
る
｡
季
通
の
勤
め
た
太
政
官
正
院
歴
史
課
は
､
国
史
編
輯
局
の
あ

と
'
明
治
五
年
十
月
に
設
置
さ
れ
た
史
局
で
あ
る
｡

季
通
は

｢歴
史
課
｣
=
中
央
史
局
に
あ
る
こ
と
僅
か
二
ケ
月
余
り

(明
治

八
年

一
月
-
三
月
)
'
鹿
児
島
に
帰

っ
た
が
'
こ
こ
で
彼
の
鹿
児
島
に
お
け

る
動
向
を
見
よ
う
｡

先
ず
明
治
七
年
十
月

『掌
中
官
員
録
』
(西
村
組
商
会
発
行
)
に
お
い
て
'

鹿
児
島
県

(権
令
大
山
綱
良
)
の
項
に

｢十
三
等
出
仕

伊
地
知
季
適
｣
と

見
え
る

(寺
岡
寿

1
編
集

･
発
行

『明
治
初
期
の
官
員
録

･
職
員
録
』
二
巻

収
録
､
四
〇
五
ペ
ー
ジ
)
｡
上
京
す
な
わ
ち

｢太
政
官
正
院
歴
史
課
｣
入
り

直
前
の
こ
と
で
'先
の
史
料
⑨
の
記
事
に
照
応
す
る
｡
そ
し
て
鹿
児
島
に
帰
っ

た
翌
年
の
こ
と
だ
が
､明
治
九
年
十
二
月
改
正
の

『鹿
児
島
県
官
員
録
』
(zc5
1

17
㌧
鹿
児
島
県
立
図
書
館
所
蔵
)
に
お
い
て
､
｢十
二
等
出
仕
｣
と
し
て

｢伊

地
知
季
通
｣
ら
が
見
え
る
｡
さ
ら
に
明
治
六
年
～
十
年
の

『鹿
児
島
県
官
員

録
』
(NG
18
)
に
は
'五
味
克
夫
氏
も
お
気
付
き
の
よ
う
に

(注
6
)'
｢少
属
｣

の

1
人
と
し
て

｢

租
税
課

五
十
六
年
四
ケ
月

明
治
九
年
丙
子

一
月
三
十

一
日
補

伊
地
知
季
通

文
政
二
年
己
卯
九
月
生

｣

が
見
え
る
｡

そ
し
て
季
通
は
'
明
治
十
三
年
～
十
七
年
に
は
鹿
児
島
県
の

｢御
用
掛
准

判
任
｣
で
あ
っ
た

(注
7
)0

山
口
‥
伊
地
知
李
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

当
時
'
と
に
か
く
季
通
は
鹿
児
島
に
あ

っ
て
'
県
庁
に
勤
め
つ
つ
'
父

季
安

(慶
応
三
年
ル

一
ル
六
七
没
)
の
あ
と
を
受
け

『
(静
藩
)
旧
記
雑
録
』

に
精
出
し
て
い
る
O
そ
し
て
季
通
は
'
明
治
十
三
年
に
は
'

1
旦
そ
れ
を
浄

写
L
t
冒
頭

(前
編
巻

7
巻
頭
)
に
編
碁
の
経
緯
を
記
し
た
自
序
を
付
け
'

『薩
藩
旧
記
雑
録
』
(全
六
八
巻
)
と
し
て
中
央
史
局

(当
時
は
太
政
官
修
史

館
時
代
)
に
提
出
し
た
が

(国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
現
蔵
'
注
8
)'
そ

の
後
も
父
子
自
筆
草
稿
本
に
対
し
て
は
補
人
を
続
け
'
島
津
家
本

『旧
記
雑

録
』
と
し
て
完
成
さ
せ
て
い
る

(史
料
編
纂
所
現
蔵
)
｡
『旧
記
雑
録
』
収
録

史
料
の
最
終
年
次
は
明
治
二
十
八
年
で
あ
る

(追
録

1
八
二
巻
)
.

二

明
治
初
頭
､
中
央
史
局
に
お
け
る
鹿
児
島
出
身
者

以
上
'
明
治
初
頭
'
極
め
て
僅
か
な
期
間
な
が
ら
伊
地
知
季
通
が
太
政
官

正
院
歴
史
課
=
中
央
史
局
に
あ
っ
た
事
実
を
新
た
に
指
摘
で
き
た
が
'
こ
の

種
の
史
料
を
通
覧
す
る
う
ち
に
'
他
の
鹿
児
島
出
身
者
の
記
事
も
散
見
さ
れ

た
｡
明
治
十
年
の

｢修
史
局
｣
廃
止
こ
ろ
ま
で
に
つ
い
て
'
史
料
紹
介
し
っ

つ
'
彼
ら
の
動
向
を
見
て
お
こ
う
｡

先
ず
こ
の
時
期
の
中
央
史
局
は
'
次
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
る

(『東
京

大
学
百
年
史
』
部
局
史
四
､第
十
九
編
史
料
編
纂
所
､五
四
三
～
五
五
二
ペ
ー

ジ
)
0④

史
料
編
輯
国
史
校
正
局

(明
治
二
年
三
月
､

1
八
六
九
)
､
国
史
編
輯

局

(同
年

一
〇
月
)

⑤
太
政
官
正
院
歴
史
課

(同
五
年

1
0
月
-
八
年
四
月
)

㊤
太
政
官
正
院
修
史
局

(同
八
年
四
月
-

一
〇
年

l
月
)

(そ
の
間
､
八
年
九
月
に
内
務
省
地
理
寮
の
地
誌
課
を
合
併
)

◎
太
政
官
修
史
館

(同

1
0
年

1
月
～
l
九
年

1
月
)

五



長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢

第
六
十
二
号

(二
〇
〇
三
年
)

こ
の
明
治
初
頭

(明
治
十
年
以
前
)
､
伊
地
知
季
通
以
外
の
鹿
児
島
出
身

者
で
'
中
央
史
局
の
史
料
に
見
え
る
も
の
と
し
て
伊
地
知
季
俊
'
重
野
安
鐸
'

西
常
直
'
江
口
親
雄
が
い
る
｡
こ
の
事
実
に
つ
い
て
'
重
野
は
別
と
し
て
'

他
は
郷
里
鹿
児
島
で
も
知
ら
れ
て
い
な
い
｡

先
ず
伊
地
知
季
俊
だ
が
'
[修
史
局
職
員
諸
届
綴
]
(史
料
編
纂
所
所
蔵
､

爵
重
苦
O
t
7

0
-

2
2
)

上
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
.

十
三
等

鹿
児
嶋
県
士
族
出
仕

'r
q

伊
地

知

季
俊

右
十
二
等
出
仕

山
口
県
士
族

長

英

右
御
用
掛但

百
三
拾
円
之
月
給

権
大
講
議

松
浦
長
年

右
御
用
掛但

十
等
之
月
給

右
之
通
被
仰
付
度
候
事

明
治
七
年
十
月
廿
四
日

歴
史
課
長

(罫
紙
'
｢太
政
官
｣
用
等
)

｢鹿
児
島
県
十
三
等
出
仕
｣
の
伊
地
知
季
俊
を

｢十
二
等
出
仕
｣
に
任
用
し

た
き
旨
な
ど
を
記
し
た
'
歴
史
課
長

(当
時
'
長
松
幹
)
に
よ
る
上
申
書
で

あ
る
｡
こ
れ
は
'
中
央
史
局
-
鹿
児
島
出
身
者
の
関
係
を
示
す
初
見
史
料
だ

と
い
え
よ
う
｡

季
俊
は
'
こ
れ
以
前
'
確
か
に
鹿
児
島
県
に
あ
っ
て
'
明
治
六
-
十
年

『鹿

児
島
県
官
員
録
』
(前
出
)
に

｢少
属
｣
と
し
て

上
等

五
十
四
年
二
ケ
月

明
治
五
年
壬
申
十

一
月
二
十
四
日
拝

伊
地
知
季
俊

出
納
課

■一′ヽ

文
政
二
年
己
卯
二
月
生

｣

と
あ
る
｡

李
俊
は
t
と
の
よ
う
に
中
央
史
局
側
の
史
料
に
見
え
る
最
初
の
鹿
児
島
出

身
者
で
あ
り
'
し
か
も
そ
こ

(当
時
､
歴
史
課
)
の
職
員
と
し
て
見
な
さ
れ

て
い
る

(『東
京
大
学
史
料
編
某
所
史
史
料
集
』
三
六
三
ペ
ー
ジ
)
｡
し
か
し
'

季
俊
に
関
す
る
史
局
側
の
史
料
は
実
は
こ
れ
上
申
書

(明
治
七
年

一
〇
月
)

の
み
で
あ
り
'
他
に

一
向
に
見
か
け
な
い

(注
9
)｡
季
俊
は
'
実
際
に
歴

史
課

-
史
局
入
り

(勤
務
)
し
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い

(補
注
)
｡

李
俊
は
'
実
は
明
治
七
年
十
月

『掌
中
官
員
録
』
で
鹿
児
島
県

(椎
令
大

山
綱
良
)
の
項
に

｢十
二
等
出
仕

伊
地
知
季
俊
｣
と
見
え
る

(前
出

『明

治
初
期
の
官
員
録

･
職
員
録
』
二
巻
四
〇
五
ペ
ー
ジ
)
｡
ま
た
翌
明
治
八
年

九
月
お
よ
び
九
年
四
片
の

『官
員
録
』
(西
村
組
出
版
局
発
行
)
で
鹿
児
島

県

(令
大
山
綱
良
)
の
項
に
も

｢十
二
等
出
仕

伊
地
知
季
俊
｣
と
あ
る

(『明

治
初
期
の
官
員
録
･職
員
録
』
二
巻
五
二
六
ペ
ー
ジ
､三
巻

二

一〇
ペ
ー
ジ
)
0

さ
ら
に
鹿
児
島
県
立
図
書
館
所
蔵
の
明
治
九
年
十
二
月
改
正

『鹿
児
島
県
官

員
録
』
(前
出
)
に
お
い
て
､
｢十
二
等
出
仕
｣
と
し
て

｢伊
地
知
季
俊
｣
｢伊

地
知
季
通
｣
ら
が
見
え
る
｡
伊
地
知
季
俊

･
季
通
両
人
は
'
鹿
児
島
出
身
と

し
て
最
初
に
中
央
史
局
入
り
し
た
と
し
て
も
'在
職
期
間
は
余
り
に
短
か
く

帰
郷
し
た
.
両
人
は
'具
体
的
関
係
は
未
詳
だ
が
'と
に
か
く

一
族
で

(｢季
｣

は
伊
地
知
氏
の
通
字
)
'
偶
然
に
も
同
年
生
ま
れ

(文
政
二
年
｡
季
俊
が
二

月
生
ま
れ
'
季
通
は
九
月
生
ま
れ
)
で
あ
り
'
し
か
も
同
じ
よ
う
な
経
歴
で

あ
る

(前
出
､
明
治
六
年
～
十
年

『鹿
児
島
県
官
員
録
』
)
0



こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
'
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
書
類
に
お
い
て
伊

地
知
季
俊

(明
治
七
年

1
0
月
)
･
季
通

(同
八
年

1
月
～
三
月
)
と
い
う

二
人
の
鹿
児
島
出
身
者
が
い
る
｡
こ
の
時
期
は
'
や
が
て
中
央
史
局
-
史
学

界
の
中
核
と
な
る
者
と
し
て
は
'
明
治
七
年
七
月
に
こ
の
歴
史
課
に
田
中
義

成
が

｢写
字
生
｣
(等
外
)
と
し
て
雇
い
入
れ
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
り

(注

10
)
'
重
野
安
縛
や
久
米
邦
武
は
ま
だ
史
局
入
り
し
て
い
な
い
｡

さ
て
次
に
重
野
安
縛
だ
が
'
[修
史
舘
官
員
履
歴
]
(史
料
編
纂
所
所
蔵
'

貴
重
書

0
)
7

0
-

2
0
)

に
重
野
の
履
歴
書
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
o

鹿
児
嶋
県
士
族

重
野
安
揮

(未
ワ
ク
)

通
称

[鳳
凶

明
治
八
年
十
月

四
拾
八
年

明
治
四
年
辛
末
十
二
月
廿
四
日

一
文
部
省
八
等
出
仕
申
付
候
事

同

五
年
壬
申
五
月
十
七
日

一
任
中
議
生

同

年
同
月
同
日

一
編
集
局
掛

明
治
五
年
壬
申
六
月
十
五
日

一
叙
正
七
位

同
年
九
月
十
九
日

1
地
方
課

同
年
十
月
八
日

山
口
‥伊
地
知
季
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

1
任
左
院
三
等
書
記
官

同
年
同
月
十
二
日

1
地
誌
編
輯
御
用
掛
兼
勤
被

仰
付
候
事

同
六
年

1
月
二
十
日

1
任
左
院
二
等
書
記
官

同
年
二
月
十
五
日

一
叙
従
六
位

同
年
九
月
廿
四
日

一
編
輯
課
長

同
七
年
四
月
廿
九
日

.f
補
六
等
出
仕

同
八
年
四
月
十
四
日

一
修
史
局
副
長
被

仰
付
候
事

同
年
九
月
二
十
日

1
任

l
等
修
撰

明
治
八
年
九
月
二
十
日

一
修
史
局
副
長
兼
務
被

仰
付
候
事

同
十
年

1
月
十
八
日

(朱
書
)

｢
一
修

史

局
被
廃
｣
残
務
御
用
被

仰
付
候
事

同
年
同
月
廿
六
日

1
任

1
等
編
修
宮

こ
の
履
歴
書
は
'
ち
ょ
う
ど
明
治
十
年

1
月
で
終
わ
っ
て
い
る
が
'
ご
覧

の
よ
う
に
重
野
は
'
既
に
中
央
官
庁
で
あ
る
程
度
の
経
歴
を
経
て
来
て
'
明

治
八
年
四
月
に

｢修
史
局
副
長
｣
と
し
て
史
局
入
り
し
て
い
る
｡
伊
地
知
季

通
が
歴
史
課
を
や
め
た
翌
月
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
時
期

(明
治
八
年
四
月

七



長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢

第
六
十
二
号

(二
〇
〇
三
年
)

～

一
〇
年

一
月
)
は
'
先
述
の
よ
う
に
修
史
局
の
時
期
で
あ
り

(㊤

'
こ

の
副
総
裁
は
伊
地
知
正
治

(薩
摩
藩
出
身
)
で
あ
り

(総
裁
は
空
席
)
'
局

長
は
長
松
幹

(そ
れ
ま
で
歴
史
課
長
､長
州
藩
出
身
)
'次
が
副
長

(副
局
長
)

の
重
野
で
あ
っ
た

(注
11
)
0

[歴
史
課
中
官
員
諸
届
綴
]
(史
料
編
纂
所
所
蔵
'
前
出
)
に
'
つ
ぎ
の

よ
う
な
重
野
の
届
け
二
通
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

賜
暇
中

l｢付
'
為
入
湯
'
明
二
十
六
日
出
発
'
往
反
日
数
三
十
日
間
'
豆

州
熱
海

へ
罷
越
申
候
'
此
段
御
届
仕
候
也
'

明
治
八
年
七
月
廿
五
日

修
史
局
御
中

六
等
出
仕
重
野
安
揮

tヽiZ!

史
局
入
り
は
t.
と
も
に
伊
地
知
季
通
退
職
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

西
常
直
に
つ
い
て
は
｣
次
の
通
り
で
あ
る
｡

鹿
児
島
県
士
族西

常
直

当
三
十

一
年

一
ケ
月

旧
通
称

固

(未
ワ
ク
)

･

胡
治
五
年
壬
申
五
月
二
日

-
十

T
等
出
仕
申
付
候
事

正
院

賜
暇
中
入
湯
罷
越
候
処
'
昨
廿

一
日
帰
京
仕
候
､
此
段
御
屈
申
上
候
也
'

明
治
八
年
八
月
廿
二
日

修
史
局
御
中

六
等
出
仕
重
野
安
鐸

･
明
治
六
年
七
月
十
二
日

皇
城
炎
上
之
節
'
早
.速
馳
七
付
ケ
御
用
物
取
出
シ
方
等
尽
力
候
段
'

奇
特
之
儀
上
付
､
為
英
貨
'
五
十
銭
下
賜
候
事

正
院

こ
れ
ら
と
同
文
が
'
国
立
公
文
書
館
所
蔵

『公
文
録
』
に
も
収
録
さ
れ
て

い
る

(注
12
)
0

こ
こ
に
重
野
は
'
明
治
八
年
の
夏
'
一
ケ
月
間
ほ
ど
熱
海
に
湯
治
に
行
き
'

そ
の
旨
を
職
場

(修
史
局
)
に
届
け
た
の
で
あ
る
?

夏
休
暇
の
利
用
が
ハ
後

述
す
る
よ
う
な
他
の
鹿
児
島
出
身
者
と
は
違

っ
て
'
帰
郷

(鹿
児
島
)
で
は

な

い

｡
さ
て

[修
史
館
員
転
免
履
歴
]
(史
料
編
纂
所
所
蔵
､
貴
重
奮

OL7
0
I

2
))

A

を
ひ
も
と
く
に
'
こ
の
時
期

(㊤
太
政
官
正
院
修
史
局
ま
で
)
の
中
央
史
局

の
職
員
と
し
て
'
二
人
の
鹿
児
島
出
身
者
が
勤
め
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
'

そ
れ
ぞ
れ
の
履
歴
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
西
常
直
と
江
口
親
雄
で
あ
る
｡

･明
治
十
年

一
日
十
八
日

〓

修
史
局
被
廃
｣
(朱
書
)

先
ず
明
治
五
年
壬
申
五
月
二
日
に
正
院
の

｢十

一
等
出
仕
｣
に
な
っ
た
と

あ
る
が
'
こ
の
こ
と
は
早
速
'
『官
員
全
書
』
(明
治
五
年
'
太
政
官
編
)

一

の

｢太
政
官
正
院
｣
項
に

｢十

一
等
出
仕

西
常
直

薩
摩
鹿
児
島
県
人

明
治
壬
申
五
月
拝
｣
と
見
え
'
照
応
し
て
い
る
｡

西
は
､
こ
の
よ
う
に
随
分
早
く
'
明
治
五
年
か
ら
中
央
官
庁
-
正
院

(太

政
官
)
に
勤
務
し
て
い
る

(注
e
)
｡
こ
れ
は
'重
野
が
中
央
官
界
入
り

(明



治
四
年
文
部
省
)
し
た
翌
年
の
こ
と
で
あ
り
'
先
述
し
た
伊
地
知
季
俊

･
季

通

(明
治
七
年

･
八
年
太
政
官
正
院
歴
史
課
)
よ
り
早
い
時
期
で
あ
る
｡
因

み
に
明
治
八
年
初
頭
の

『太
政
官
職
員
録
』
(同
年

一
月
十
三
日
改
'
三
月

十
五
日
改
)
に
お
い
て
は
'西
常
直
は
｢十

1
等
出
仕
｣
と
し
て
(そ
の
筆
頭
)
､

伊
地
知
季
通
は

｢十
二
等
出
仕
｣
と
し
て
見
え
'
明
ら
か
に
西
が
上
位
で
あ

る

(史
料
編
纂
所
架
蔵

『太
政
官
職
員
録
』
二
)
0

な
お
右
の
文
中
で

｢皇
城
炎
上
｣
と
あ
る
の
は
'
明
治
六
年
五
月
五
日
'

皇
居

(当
時
の
呼
称
が

｢皇
城
｣
)
に
大
火
災
が
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
り
'

こ
の
と
き
皇
居
内
に
あ
っ
た
太
政
官
の
庁
舎
も
頬
焼
し
た

(注
l
)0

[歴
史
課
中
官
員
諸
届
綴
]
(前
出
)
に
'西
の
二
通
の
屈
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

私
儀

賜
暇
中
帰
省
仕
度
､
就
而
者
往
復
三
十
日
之
見
込
ヲ
以
テ
明
十

1
日
発
途

仕
候
間
'
此
段
御
屈
仕
候
也
'

八
年
七
月
十
日

西
常
直

修
史
局
長
殿

鹿
児
島
県
平
民

江
口
親
雄

明
治
八
年
十
月

三
十
六
年

明
治
二
年
己
巳
三
月

一
鹿
児
島
県
十

1
等
絵
師
助
申
付
候
事

同
五
年
壬
申
正
月
十
二
日

一
同
県
学
校
三
等
教
授
図
画
掛
申
付
薩
摩
大
隅
測
量
絵
図
模
写
賞
金
頂
戴

同
年
二
月
廿
四
日

一
博
覧
会
土
品
取
調
御
用
日
向
大
隅
薩
摩
巡
回
被
申
付
候
事

同
年
三
月
廿
四
日

私
儀

賜
暇
中
帰
省
仕
居
候
処
'
昨
日
帰
京
仕
候
間
'
此
段
御
届
仕
候
也
'

八
月
八
日

西
常
直

修
史
局
長
殿

明
治
八
年
の
夏
'

一
ケ
月
間
ほ
ど
の

｢帰
省
｣
届
を
修
史
局
長
あ
て
に
提

出
し
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
帰
省
先
は
鹿
児
島
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
に
'
併
せ
て

｢帰
京
｣
屈
も
提
出
さ
れ
た
｡

江
口
親
雄
に
つ
い
て
は
'
[修
史
館
員
転
免
履
歴
]
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

山
口
‥伊
地
知
李
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

一
東
京
府
十
四
等
出
仕
申
付
候
事

同
年
十

一
月
二
日

1
地
誌
課
十
三
等
出
仕
申
付
候
事

同

[六
]
年
十

一
月
廿
九
日

一
補
十
二
等
出
仕

同

[七
]
年
八
月
州

1
日

1
補
地
理
寮
十
二
等
出
仕

同
八
年
七
月
廿
三
日

一
補
十

一
等
出
仕

同
年
九
月
廿
七
日

(注
15
)

(注
16
)

(注
17
)

(注
18
)

(注
19
)

一
補
十

一
等
出
仕

同
十
年

一
月
十
八
日

｢
一
修
史
局
被
廃
｣
(朱
書
)

ご
覧
の
よ
う
に
江
口
は
'先
ず
郷
里
で

｢鹿
児
島
県
十

一
等
絵
師
助
｣
(明

九



長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢

第
六
十
二
号

(二
〇
〇
三
年
)

治
二
年
)
に
始
ま
り
'
上
京
し
て
東
京
府

(同
五
年
)
､
つ
い
で
地
誌
課

(太

政
官
正
院
'
同
五
年
)
､
地
理
寮

(内
務
省
'
同
七
年
八
月
｡
地
誌
課
は
内

務
省
地
理
寮
の
管
轄
下
に
)
'
修
史
局

(太
政
官
正
院
､
同
八
年
九
月
｡
地

誌
課
を
修
史
局
に
吸
収
)
に
勤
務
し
て
い
る

(注
20
)
0

た
だ
右
の
江
口
の
履
歴
書
は
'明
治
五
年
以
来

｢同
年
｣
の
記
事
が
多
く
'

年
次
が
錯
綜
し
て
い
る
｡
ま
た
江
口
に
つ
い
て
は
'
重
野
な
ど
と
は
違
っ
て

改
め
て
考
察
す
る
機
会
も
な
か
ろ
う
か
ら
'
こ
こ
で
'
当
時
の
職
員
録
類
に

よ
り
柳
か
詳
細
に
検
討
し

(注
15
-
注
19
)
､
年
次
に

[校
訂
注
]
を
付
け
､

こ
の
履
歴
書
を
整
備
し
て
み
た
｡

国
立
公
文
書
館
所
蔵

『公
文
録
』
に
'
次
の
よ
う
な
江
口
の
届
け
が
収
録

さ
れ
て
い
る

(注
21
)
｡

私
義

今
般
休
暇
下
賜
候
二
付
'
明
十

一
日
ヨ
リ
為
廟
参
薩
摩
国
鹿
児
島
表
工
罷

越
候
間
､
此
段
御
屈
中
上
候
也
'

十
二
等
出
仕

明
治
七
年
七
月
十
日

江
口
親
雄

史
官
御
中

明
治
七
年
の
夏
季

｢休
暇
｣
に
際
し
て
'
郷
里
鹿
児
島
に
墓
参
か
た
が
た

帰
省
す
る
旨
の
届
け
で
あ
る
｡

『東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』
所
収
の

｢職
員
録
｣
に
よ
る
と
'
修

史
局
時
代
の
明
治
八
年
～
九
年
の
職
員
と
し
て
西

･
江
口
両
人
が
十

一
等
出

仕
と
し
て
見
え
る
｡
特
に
九
年
の
項
で
は
､次
の
よ
う
で
あ
る
(三
六
五
ペ
ー

ジ
)
0[

二
･等
出
仕
]

江
口
親
雄

(地
誌
掛

(製
図
)
)
'
西
常
直
二
図
書
掛
)

当
時
へ修
史
局
に
お
い
て
｢十

一
等
出
仕
｣
は
彼
ら
両
人
の
み
で
あ
る
(注
22
)
｡

1
0

そ
し
て
両
人
の
履
歴
書

(前
出
)
･の
最
後
に
は

｢

明
治
十
年

一
日
十
八
日

一
修
史
局
被
廃

｣

と
あ
り
'
こ
の
修
史
局
廃
止
の
時
点

(明
治

l
〇
年

一
月
)
を
も
っ
て
'実
際
'

彼
ら
の
存
在
は
中
央
史
局
か
ら
見
え
な
く
な
る
｡
修
史
局
の
廃
止
は
'
地
租

軽
減
実
施

(同

一
〇
年

l
月
)
に
伴
う
財
政
緊
縮
に
よ
る
も
の
で

(行
革
)
'

こ
の
際
'
長
松
幹

･
重
野
安
縛
等
十
余
名
に
残
務
取
扱
御
用
を
命
じ
て
'
他

の
四
十
名
近
く
の
局
員
を
解
雇
し
た
｡

も
し
こ
の
時
点
に
伊
地
知
季
通
が
在
職
し
て
い
た
ら
'
お
そ
ら
く
同
様
に

処
分
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
季
通
が
ず
っ
と
中
央
史
局
に
勤
続
し
て
い
た

ら
'
当
時
の
史
局
の
雰
囲
気
か
ら
し
て
､
季
通
の
境
遇

(職
場
で
の
地
位
な

ど
)
か
ら
し
て
'
『
(薩
藩
)
伯
記
雑
録
』
の
よ
う
な

一
地
域

(し
か
も
郷
里
)

に
関
す
る
彪
大
な
史
料
集
な
ど
は
成
し
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
明
治
十
年
は
'
何
し
ろ
西
南
戦
争
の
年
で
'
特
に
鹿
児
島
出
身
者
に

と
っ
て
は

一
大
転
機
で
も
あ
っ
た
｡

以
上
'明
治
の
初
頭
に
中
央
史
局
側
に
見
え
る
鹿
児
島
出
身
者
の
存
在
を
'

そ
れ
ぞ
れ
未
刊
史
料
を
紹
介
し
っ
つ
'
こ
こ
に
新
た
に
指
摘
で
き
た
｡
伊
地

知
季
俊
'
伊
地
知
季
通
'
西
常
直
'
江
口
親
雄
の
こ
と
､で
あ
る
｡

な
お
江
口
親
雄
は
'
そ
の
後
'
郷
里
鹿
児
島
で
絵
師

(号
暁
帆
)
と
し
て

活
躍
し
て
い
る
｡
江
口

二

八
三
九
～
一
九
二

一
)
は
'
も
と
も
と
薩
摩
藩

最
後
の
御
用
絵
師
佐
多
椿
斎

(
一
八

一
七
～
九

一
'
狩
野
派
の
流
れ
)
の
弟

子
で
'
帰
郷
し
て
現
在
の
鹿
児
島
市
西
田
町
に
住
み
'
長
寿
を
保
ち

(大
正

一
〇
年
没
'
八
二
歳
)
へ作
品
と
し
て

｢唐
子
遊
戯
之
図
｣
(明
治
二
九
年
制
作
'

指
宿
白
水
舘
蔵
)
や

｢桜
島
､
天
保
山
'
磯
山
図
｣
三
幅
対

(明
治
三
三
年

制
作
'
鹿
児
島
市
立
美
術
館
蔵
)
な
ど
を
残
す

(注
23
)
0



1
万
'重
野
安
揮

(文
政

一
〇
～
明
治
四
三
t
l
八
二
七
I
l
九

一
〇
)
は
'

履
歴
書

(前
出
)
の
末
尾
部
分
に
見
え
る
よ
う
に
'
明
治
十
年

1
月
'
修
史

局
は
廃
止
さ
れ
る
が
'
｢残
務
御
用
｣
を
命
ぜ
ら
れ
'
間
も
な
く
修
史
館
設

置
に
と
も
な
い

二

等
編
修
官
｣
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
'
い
よ
い

よ
中
央
史
局

(修
史
-
史
料
編
纂
面
'注
24
)
と
史
学
界

(文
科
大
学
教
授
'

東
京
大
学
国
史
科
創
設
'
初
代
史
学
会
会
長
'
学
士
院
会
員
)
の
中
心
的
存

在
と
な
り
､
長
寿
を
保
ち
'
周
知
の
よ
う
に
明
治
期
最
大
の
指
導
的
歴
史
家

で
あ
っ
た
｡
伝
記
な
ど
'
重
野
に
関
す
る
研
究
も
多
い

(注
25
)
｡
た
だ
現

在
の
鹿
児
島
で
は
'
重
野
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
関
心
は
も
た
れ
て
い
な
い
よ
う

で
あ
る

(注
26
)
0

注
(-
)
伊
地
知
季
安
に
つ
い
て
は
'
伊
地
知
季
通
編

『伊
地
知
季
安
伝
』

二

八
六
七
年
'
鹿
児
島
県
立
図
書
館
架
蔵
)
､
渡
辺
盛
衛

『伊
地
知

季
安
先
生
事
蹟
』
(
1
九
三
四
年
'
薩
藩
史
料
研
究
会
)
が
あ
る
｡

(2
)
五
味
克
夫

｢伊
地
知
季
安

･
季
通
と
薩
藩
旧
記
雑
録
｣
(鹿
児
島
県

史
料

『旧
記
雑
録
』
追
録

一
解
題
､
昭
和
四
六
年
)
な
ど
｡

(3
)
こ
の
位
置
に
○
印

(朱
色
)
あ
り
｡
印
文
は
｢佳
平
｣
で
あ
る
｡
当
時
'

太
政
官
正
院
歴
史
課
に

[御
用
掛
]
と
し
て

｢八
木
佳
平
｣
が
見
え

る

(『東
京
大
学
史
料
編
纂
所
史
史
料
集
』-

｢第
三
章

史
料
編
纂

所
の
教
職
員
｣
三
六
三
ペ
ー
ジ
)
｡書
類
へ
の
受
付
印
だ
と
い
え
よ
う
｡

(4
)
当
時
の
宮
内
省
編

『宮
内
省
職
員
録
』
(明
治
八
年
二
月
五
日
改
'

同
年
三
月
五
日
改
)
に
'
｢三
等
侍
医

正
六
位

伊
東
方
成
東
京
府

士
族
｣
と
あ
る

(史
料
編
纂
所
架
蔵
)
0

(5
)
『公
文
録
』
明
治
八
年

一
月
官
員
伺

(請
求
番
号
2A
I
9-
公
)673
)

山
口
‥
伊
地
知
季
適
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

-所
収
の
十
九

｢十
二
等
出
仕
伊
地
知
季
通
滞
在
日
当
御
渡
願
｣
(『公

文
録
目
録
』
第
三
㌧三
三
五
ペ
ー
ジ
参
照
)
0

(6
)
前
出
､
注

(2
)
参
照
｡
な
お
季
通
に
つ
い
て
'
こ
の

『鹿
児
島
県

官
員
録
』

(zc51
)
で
は

｢文
政
己
卯
二
年
九
月
生
｣
と
あ
る
が
'

興
国
寺
墓
地

(鹿
児
島
市
冷
水
町
)
の
季
通
墓
に
は

｢文
政
元
年
九

月
廿
二
日
生
｣
｢明
治
三
十
四
年
三
月
十
九
日
死
｣
と
あ
る
｡
興
国

寺
墓
地
に
は
伊
地
知
季
安

･
季
通
父
子
の
墓
が
あ
る
｡

(7
)
明
治
十
三
年
十
月

『改
正
官
員
録
』
'
十
四
年
七
月

『改
正
官
員

録
』
'
十
五
年
五
月

『改
正
官
員
録
』
'
十
六
年
十
二
月

『改
正
官

員
録
』
'
十
七
年
五
月

『改
正
官
員
録
』
(
い
ず
れ
も
彦
根
正
三
編

集
'
博
公
書
院
発
行
)
｡
以
上
を
復
刻
し
た

『明
治
初
期
の
官
員
録
･

職
員
録
』
四
巻

一
九
五
･三
七
九
･五
八
〇
ペ
ー
ジ
'
同
五
巻
二
〇

九
･四

一
九
ペ
ー
ジ
参
照
o

(8
)
『薩
藩
旧
記
雑
録
』
(国
立
公
文
書
館
所
蔵
'
内
閣
文
庫

)5
2-
)2
3
)

イ前
編
巻

1
の
冒
頭
､
季
通
自
序
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡

国
史
ヲ
編
輯
ス
ル
ニ
考
拠
-
ス
ヘ
キ
者
ハ
古
実
録
ナ
リ
'
余
力
亡
父

季
安
性
古
ヲ
好
ミ
'
薩
隅
日
旧
古
ノ
記
録
文
書
ヲ
探
討
ス
ル
コ
ト
数

十
年
､
余
モ
亦
之
ヲ
集
メ
テ
以
テ
大
成
ス
ル
ノ
志
ア
リ
ー
錐
､
固
ヨ

リ
至
恩
テ
ン
テ
編
纂
ノ
道
ヲ
知
ラ
ス
､
普
ク
探
り
広
ク
求
メ
暮
輯
ス

ル
ニ
若
干
冊
-
ナ
ル
'
旧
記
雑
録
卜
名
ク
'
前
後
両
編
二
分
チ
惣
計

六
十
八
巻
ト
ス
､
長
久
二
年

開

抑
百

ヲ
以
テ
始
ト
ス
､
元
和
元
年

口

絹
絹
紅
絹

ヲ
以
テ
終
-
ス
'
(中
略
)
琴

海

横
川
三
等
属
ヲ
訪
ヒ

該
書
ノ
存
在
セ
シ
話
二
及
ヘ
リ
'
乃
需
こ
応
シ
五
六
巻
ヲ
追
ス
'
日

′

二

ナ
ラ
ス
シ
テ
同
氏
東
京
二
番
シ
往
テ
'
巌
谷
編
修
官
ノ
展
開
二
供
セ

ホ

ヘ

ラ
ル
'
定
二
於
テ
該
舘
監
事
三
浦
安

'
書
ヲ
本
県
渡
辺
大
書
記
官

二
一
一



長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢

第
六
十
二
号

(二
〇
〇
三
年
)

寄
セ
'
該
書
ヲ
謄
写
シ
テ
以
逓
送
ス
へ
キ
ノ
倍
頼
ア
リ
'
即
旨
ヲ
余

二
伝
ヘ
ラ
ル
､
(下
略
)

明
治
十
三
年
十
月

伊
地
知
季
通
記

(若
干
注
釈
を
施
し
て
お
こ
う
)

ィ
.
『改
訂
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
上

(五
三

一
ペ
ー
ジ
)
に
お
い
て
｢薩

蒲
旧
記
雑
録
｣
項
で
は
'
｢
(長
久
二
至
元
和
元
年
)
前
編
三
六
巻
後
編

三
二
巻

.
伊
地
知
季
通
編
｣
な
ど
と
あ
る
.

ロ
.
横
川
三
等
属
｡
鹿
児
島
県
三
等
属
横
川
源
造
｡
(後
出
t
へ
参
照
)

ハ
.
東
京
｡
鹿
児
島
県
立
図
書
館
本

『薩
藩
旧
記
雑
録
』
(架
番
号
K
2
3-

カ
7
))
の
序
で
は

｢京
｣
と
あ
る
.
序
の
原
文
を
対
照
す
る
に
'
こ
の

よ
う
に
､
内
閣
文
庫
本
と
県
立
図
書
館
本
と
で
は
字
句
が
若
干
異
な
る

箇
所
が
あ
る
と
気
付
く
｡

二
.
巌
谷
編
修
官
｡
巌
谷
修

一
等
編
修
官
｡
当
時
の

『太
政
官
職
員
録
』
(明

治
十
三
年
四
月
廿
日
改
､
同
十
四
年

1
月
廿

1
日
改
.
太
政
官
編
)
に

よ
れ
ば
'
｢修
史
館
｣
(総
裁
三
条
実
美
)
の
項
に
'
｢
一
等
編
修
官
｣

と
し
て

｢重
野
安
揮
鹿
児
島
県
士
族
｣
｢巌
谷
修
滋
賀
県
士
族
｣
な
ど
が
見
え
'

｢監
事
｣
と
し
て

｢三
浦
安
和
歌
山
県
士
族
｣
が
見
え
る
･･(史
料
編
纂
所

架
蔵

『太
政
官
職
員
録
』
五
)
｡
な
お
巌
谷
は
'
日
下
部
鳴
鶴
と
と
も
に
'

書
家
と
し
て
も
著
名
で
あ
る

(号

l
六
)
｡

ホ
.
該
館
監
事
三
浦
安
｡.
修
史
館
監
事
三
浦
安
｡
(前
出
､
ニ
参
照
)

へ
.
本
県
渡
辺
大
書
記
官
｡
鹿
児
島
県
大
書
記
官
渡
辺
千
秋
｡
渡
辺
は
'
西

南
戦
争
勃
発
直
後
､
岩
村
通
俊
の
鹿
児
島
県
令
赴
任
に
同
行
し
て
､
明

治
十
年
四
月
に
当
県
大
書
記
官
と
な
る
｡
明
治
十
二
年
二
月

『明
治
官

員
録
空
に
よ
れ
ば
'鹿
児
島
県

(令
岩
村
通
俊
)
の
項
に
'
｢大
書
記
官
｣

〓

1

と
し
て

｢ナ
ガ
ノ

従
六
位

渡
辺
千
秋
｣
が
見
え
'
｢三
等
属
｣
と
し

て

｢シ
ガ

横
川
源
造
｣
等
が
見
え
る

(『明
治
初
期
の
官
員
録

･
職
員

録
』
三
巻
'
五
七
四
ペ
ー
ジ
)
｡
渡
辺
は
'
こ
の
翌
年
'
明
治
十
三
年

七
月
'
昇
は
岩
村
の
後
に
本
県
の
県
令
に
な
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
伊
地

知
季
通
の
こ
の
自
序

(明
治
十
三
年
十
月
)
は
'
渡
辺
県
令
の
時
期
の

も
の
だ
と
い
え
る
｡
な
お
渡
辺
は
'
鹿
児
島
県
に
お
い
て
県
令

(明
治

l
三
年
七
月
～
一
九
年
七
月
)
'
県
知
事

(同

1
九
年
七
月
～
二
三
年

九
月
)
な
ど
と
き
わ
め
て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
県
政
に
あ
た
り

(あ
わ

せ
て
十
三
年
六
カ
月
'
『鹿
児
島
県
史

別
巻
』
所
収

｢鹿
児
島
県
長

官
表
｣
参
照
)
､
そ
の
後
､北
海
道
庁
長
官
や
京
都
府
知
事
な
ど
を
歴
任
'

宮
内
大
臣
に
な
っ
た

(明
治
四
三
年
)
｡

さ
て
こ
の
序
文
に
お
い
て
､
(中
略
)
部
分
を
境
に
前
段
で
は
'
伊

地
知
季
通
が
父
季
安
の
下
で
記
録
文
書
を
〟

纂
輯
″

L
t
｢旧
記
雑
録
｣

と
名
付
け
'
そ
れ
が
前
後
両
編
で
総
計
六
十
八
巻
に
な
っ
た
と
記
し
て

い
る
｡
後
段
で
は
'
季
通
が
そ
れ
を
持
参
し
て
鹿
児
島
県
の
三
等
属
横

川
源
造
を
訪
れ
た
と
こ
ろ
'
早
速
'
横
川
は
上
京
し
修
史
館
の

1
等
編

修
宮
巌
谷
修
に
提
示
す
る
機
会
を
得
て
'
つ
い
で
〟該
館
〟=
修
史
館
の

壷
皿事
三
浦
安
か
ら
〟

本
県
″=
鹿
児
島
県
の
大
書
記
官
渡
辺
千
秋
に
対
し

て
書
類
が
寄
せ
ら
れ
'⊥
該
書
″=
.｢旧
記
雑
録
｣
を
逓
送
'
提
出
す
る

よ
う
依
頼
が
あ
っ
た
｡
以
上
が
'
明
治
十
三
年
十
月
'
季
通
の
序
文
の

趣
旨
で
'
こ
こ
に

｢旧
記
雑
録
｣
が
中
央
史
局
た
る
太
政
官
修
史
館
に

提
出
さ
れ
ヽ

現
在
'
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
本
と
な
っ
て
い
る
｡

な
お
従
来
は
こ
の
提
出

(献
上
)
先
を

｢修
史
局
｣
と
か

｢内
閣
修

史
局
｣
と
し
て
い
る
が

(朝
倉
書
店

『国
史
文
献
解
説
』
'
前
出
注
2

論
稿
､
吉
川
弘
文
館

『国
史
大
辞
典
』
6
所
収

｢薩
藩
旧
記
雑
録
｣
項



な
ど
)
'
当
時
の
史
局
は
正
確
に
は

｢修
史
舘
｣
(太
政
官
修
史
舘
'
明

治

l
〇
年

1
月
-
1
九
年

一
月
)
で
あ
る
｡

ま
た
巌
谷
修

(
1
等
編
修
宮
)
や
三
浦
安

(監
事
)
は
､修
史
館

(紘

裁
伊
地
知
正
治
'
編
修
副
長
官
重
野
安
揮
)
の
幹
部
だ
が
､
彼
ら
が
史

局
入
り
し
た
の
は
季
通

(｢歴
史
課
｣
時
代
)
退
職
後
'
こ
の

｢修
史
館
｣

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
'
も
と
も
と
季
通
と
面
識
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
｡

(9
)
な
お
当
時

(明
治
七
年
-
八
年
)
､
東
京
府

(知
事
大
久
保

一
翁
)

に

｢十
四
等
出
仕

カ
ゴ
シ
マ
伊
地
知
季
俊
｣
が
見
え
る

(明
治
七

年
十
月
去
掌
中
官
員
録
』
'･
明
治
八
年
九
月

『官
員
録
』
.
『明
治
初

期
の
官
員
録

･
職
員
録
』
二
巻
三
六
八
ペ
ー
ジ
'
四
九
〇
ペ
ー
ジ
)
0

同
じ
鹿
児
島
出
身
で
'
同
姓
同
名
だ
が
'
別
人
だ
ろ
う
｡
お
互
い
面

識
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
｡

(1
)
『公
文
録
』
明
治
七
年
七
月
各
課
局

(請
求
番
号
2A
～

9
-
公
)0
2
))

所
収
の

(歴
史
課
)
十

｢田
中
義
成
外

1
名
写
字
生
雇
人
申
立
｣
(『公

文
録
目
録
』
第
三
'七
ペ
ー
ジ
)
0

(1
)

但
し
伊
地
知
正
治
(文
政

二

～
明
治

1
九
二

八
二
八
～
八
六
)
は
'

鹿
児
島
出
身
で
､
当
時
､
中
央
史
局
の
-
ッ
プ

(太
政
官
正
院
修
史

局
副
総
裁
～
太
政
官
修
史
館
総
裁
)
だ
が
､
彼
の
立
場
は
あ
く
ま
で

〟

官
僚
″

な
の
で

(史
料
稲
築
な
ど
の
夷
務
で
は
な
い
｡
歴
史
家
で
も

な
い
)'

こ
こ
で
は
考
証
し
な
い
｡
な
お
野
村
綱
吉

『伊
地
知
正
治

先
生
小
伝
』
二

九
三
六
年
)
が
あ
る
.

(1
)
『公
文
録
』
明
治
八
年
七
月
官
員

(請
求
番
号
2A
-
9
-
公
)6
78
)

所
収
の
八
十
七

｢重
野
六
等
出
仕
熱
海
入
浴
届
｣
'
明
治
八
年
八

月
官
員

(請
求
番
号
2A
-

9
-
公
)679
)
所
収
の
百
四

｢東
野
六

山
口
‥
伊
地
知
季
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

等
出
仕
同
上

(帰
京
届
)｣
(『公
文
録
目
録
』
第
三
㌧
三
四
〇
ペ
ー

ジ
'
三
四
二
ペ
ー
ジ
)
｡
但
し
宛
先
は
'
『公
文
録
』
で
は

｢史
官
御

中
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡

(1
)

明
治
六
年

1
月
『袖
珍
官
員
録
』
(須
原
屋
･和
泉
屋
版
)
に
お
い
て
｢太

政
官
正
院
｣
項
に

｢十

一
等
出
仕

西
常
直
｣
が
見
え
'
明
治
七
年

十
月
『掌
中
官
員
録
』
(西
村
組
商
会
発
行
)
や
同
八
年
九
月
『官
員
録
』

(西
村
組
出
版
局
発
行
)
に
お
い
て

｢正
院
｣
項
に

｢十

一
等
出
仕

カ
ゴ
シ
マ
西
常
直
｣
が
見
え
る

(『明
治
初
期
の
官
員
録

･
職
員
録
』

二
巻

〓

1八
ペ
ー
ジ
'
二
九
二
ペ
ー
ジ
t.
四

二

lペ
ー
ジ
)
.

ま
た
詳
細
に
見
る
と
'当
時
の

『太
政
官
職
員
録
』
に
お
い
て
'
｢正

院
｣
項

(明
治
八
年

一
月
十
三
日
改
-
同
年
八
月
十
日
改
)
に
'
続

い
て
正
院

｢修
史
局
｣
項

(明
治
八
年
十
月
七
日
改
～
同
九
年
十
二

月
八
日
改
)
に
'
｢十

7
等
出
仕
｣
と
し
て

｢西
常
直
鹿
児
島
県
士
族
｣

が
見
え
る

(史
料
編
纂
所
架
蔵

『太
政
官
職
員
録
』
二
､三
)
｡

(1
)
明
治
元
年

二

八
六
八
)
十
月
'江
戸
城
を

｢東
京
城
｣
と
改
称
し
､

翌
年
三
月
'
東
京
城
を

｢皇
城
｣
と
改
称
し
た
｡
と
こ
ろ
が
六
年
五

月
五
日
早
朝
'
紅
葉
山
下
の
女
官
房
室
か
ら
火
が
出
て
'
常
御
殿
以

下
諸
殿
舎
を
こ
と
ご
と
く
焼
失
L
t天
皇
･皇
后
は
赤
坂
離
宮
に
移
っ

て
こ
れ
を
仮
皇
居
と
し
た

(以
後
十
五
年
余
り
)
｡
こ
の
火
災
の
際
'

太
政
官
正
院
や
宮
内
省
の
局
課
に
あ
っ
た
紅
葉
山
文
庫
本
も
か
な
り

焼
失
し
た
.
吉
川
弘
文
館

『国
史
大
辞
典
山
4
の

｢宮
城
｣
項

(檎

本
義
彦
執
筆
)
'
福
井
保

『紅
葉
山
文
庫
』
(郷
学
舎
'
1
九
八
〇
年
)

二
二
三
ペ
ー
ジ
参
照
｡

(15
)
こ
こ
の

｢同
年
｣
は
､
そ
の
通
り
明
治
五
年
の
こ
と
だ
ろ
う
｡
即
ち

明
治
五
年
十

一
月
二
日
に

｢地
誌
課
十
三
等
出
仕
｣
に
な
っ
た
と
い

二
二



長
崎
大
学
教
育
学
部

社
会
科
学
論
叢

窮
六
十
二
号

(二
〇
〇
三
年
)

え
る
｡這
皿年
'明
治
六
年
十
月
十
日

『正
院
分
課

一
覧
』
(太
政
官
編
'

史
料
編
纂
所
架
蔵
)
に
お
い
て
'
｢地
誌
課
｣
項
に

｢十
三
等
出
仕

江
口
親
雄
｣
が
見
え
る
｡

(16
)
こ
こ
に

｢同
年
｣
と
あ
る
が
'
｢同
六
年
｣
が
正
確
だ
ろ
う
｡
即
ち

明
治
六
年
十

一
月
二
十
九
日
に

｢十
二
等
出
仕
｣
に
補
さ
れ
た
と
い

え
る
｡
実
際
'
『太
政
官
職
員
録
』
の
明
治
六
年
九
月
廿
日
攻
の
も

の
で
は

｢十
三
等
出
仕

江
口
親
雄
｣
と
見
え
る
が
'
同
年
十
二
月

五
日
改
の
も
の
で
は

｢十
二
等
出
仕

.
江
口
親
雄
｣
と
記
さ
れ
て
い

る

(史
料
編
纂
所
架
蔵

『太
政
官
職
員
録
』
こ

｡

(17
)
こ
こ
の

｢同
年
｣
は
'
｢同
七
年
｣
が
正
確
だ
ろ
う
｡
即
ち
明
治
七

年
八
片
三
十

一
日
に

｢地
理
寮
十
二
等
出
仕
｣
に
補
さ
れ
た
と
い
え

る
｡
当
時
､
地
理
寮
は
内
務
省
の
管
轄
で
あ
る
｡
実
際
'
『太
政
官

職
員
録
』
に
お
い
て
､
明
治
七
年
八
月
二
十
日
改
の
も
の
で
は

｢正

院
｣
項
に

｢十
二
等
出
仕

江
口
親
雄
｣
が
見
え
る
が
'
同
年
十

丁

目
五
日
攻
の
も
の
に
は
江
口
の
名
は
見
え
な
い
｡
そ
し
て
同
じ
十

一

月
五
日
攻
の
内
務
省
編

『内
務
省
職
員
録
』
に
お
い
て
'
｢地
理
寮
｣

項
に
｢十
二
等
出
仕

江
口
親
雄
｣
と
見
え
る

(史
料
編
纂
所
架
蔵
)
0

(18
)
こ
こ
に
同
八
年
七
月
二
十
三
日
に

｢補
十
.一
等
出
仕
｣･
と
あ
る
が
'

当
時
'
地
理
寮
に
あ
っ
て

｢十

一
等
也
仕
｣
に
補
さ
れ
た
こ
と
を
意

味
し
よ
う
｡
明
治
八
年
九
月
改
正
の

『官
員
録
』
で
'
｢内
務
省
地

理
寮
｣
項
に

｢十

l･等
出
仕

カ
ゴ
シ
マ
江
口
親
雄
｣
が
見
え
る
'(『明

治
初
期
の
官
員
録
'
職
員
録
』
二
巻
四
二
二
ペ
ー
ジ
)
0

(1
)
こ
こ
に
前
項
と
同
じ
く

｢補
十

一
等
出
仕
｣
と
あ
る
が
'
前
項
は
江

口
が

｢地
理
寮
｣
(内
務
省
管
轄
)
地
誌
課
在
働
時
代
に
こ
れ
に
補

さ
れ
た
こ
と
を
指
し
､
こ
こ
で
は
地
誌
課
-
江
口
が
修
史
局

(太
政

一
四

官
正
院
管
轄
)
に
吸
収
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
改
め
て

｢補
十

1
等
出

仕
｣
と
記
し
た
と
解
さ
れ
る
｡
即
ち
明
治
八
年
十
月
七
日
攻
の

『太

政
官
職
員
録
』
､
に
お
い
て
'
｢修
史
局
｣
項
に

｢十

一
等
出
仕

西

常
直
鹿
児
島
県
士
族

江
口
親
雄
同
県
平
民
｣
と
見
え
て
い
る
｡

(20
)
明
治
六
年

一
月

『袖
珍
官
員
録
』
(前
出
)
に
お
い
て

｢太
政
官
正
院
｣

項
に

｢十
三
等
出
仕

江
口
親
雄
｣
が
見
え
:
同
七
年
十
月
J『掌
中

官
員
録
』
(前
出
)
で

｢内
務
省
地
理
寮
｣
項
に

｢十
二
等
出
仕

カ
ゴ
シ
マ
江
口
親
雄
｣
が
見
え
'
八
年
九
月

『官
員
録
』
で

｢内
務
省

地
理
寮
｣
項
に
｢十

一
等
出
仕

九
ゴ
シ
マ
江
口
親
雄
｣
が
見
え
る
(『明

治
初
期
の
官
員
録

･
職
員
録
』
二
巻

二

一九
ペ
ー
ジ
､
三
〇
三
ペ
ー

ジ
'
四
二
二
ペ
ー
ジ
)
0

(21
)
『公
文
録
』
明
治
七
年
七
月
官
員
伺

(請
求
番
号
2
A
-

9-
公
)3
00
)

所
収
の
二
十
七
｢十
二
等
出
仕
江
口
親
雄
賜
暇
中
薩
摩
国
へ
墓
参
屈
｣

(『公
文
録
目
録
』
第
三
･'
1
四
六
ペ
･-
ジ
)
.･.

(22
こ

因
み
に
明
治
九
年
四
月

『官
員
録
』
(西
村
組
出
版
局
発
行
)
に
お

い
て
'
｢正
院
修
史
局
｣
項
に

｢十

1
等
出
仕

カ
ゴ
シ
マ
西
常
直

･

カ
ゴ
シ
マ
江
口
親
雄
｣
と
見
え
､
か
れ
ら
両
人
で
あ
る
｡
(『明
治

初
期
の
官
員
録

･
職
員
録
』
二
二
巻

一
四
ペ
ー
ジ
)

(23
)
『
か
ご
し
ま
-
美
の
先
人
た
ち

薩
摩
画
壇
四
百
年
の
流
れ
』
(鹿

児
島
市
立
美
術
館
特
別
展
図
録
､
平
成
八
年
)
､
永
田
雄
次
郎

･

山
西
健
夫

『薩
摩
の
絵
師
た
ち
』
(春
苑
堂
出
版
'
平
成

1
0
年
)

二

1
九
～
二
二
二
ペ
ー
ジ
'山
下
康
幸
｢薩
摩
の
書
画
人
デ
ー
タ
ベ

ー

ス
｣
(『繁
明
館
調
査
研
究
報
告
』

一
五
集
'
二
〇
〇
二
年
二
月
)
O

(24
)
念
の
た
め
中
央
史
局

(太
政
官
修
史
舘
以
降
)
.に
お
け
る
重
野
の
立

場

(職
名
)
を
列
挙
す
れ
ば
'
次
の
通
り
｡



○

太
政
官
修
史
館

(明
治

1
0
年

1
月
-
一
九
年

1
月
｡
総
裁
伊
地
知

正
治
'
三
条
実
美
)-

1
等
編
修
官

(同

一
〇
年

1
月
)
'
編
修
副
長

官

(
一
四
年

〓

1月
)

○

内
閣
臨
時
修
史
局

(同

l
九
年

l
月
～
二

1
年

一
〇
月
)-
編
修
長

○

帝
国
大
学
臨
時
編
年
史
編
纂
掛
(同
二
1
年

1
0
月
～
二
四
年
三
月
)

I
編
纂
委
員
長

○

帝
国
大
学
文
科
大
学
史
話
編
纂
掛
(同
二
四
年
三
月
～
二
六
年
四
月
)

-
編
某
委
員
長

(25
)
早
く
戦
前
に
'
薩
藩
史
研
究
会
編

『重
野
博
士
史
学
論
文
集
』
三

冊

(上

･
中

･
下
巻
)
が
刊
行
さ
れ
た
が

(雄
山
閣
'

1
九
三
八
～

三
九
年
)
､
先
年
､
こ
れ
を
復
刻
修
訂
L
t
同
時
に
補
巻

(特
に
重

野
安
揮
研
究
資
料
編
)

一
冊
を
追
加
､
合
計
四
冊
と
な
る

(名
著
普

及
会
'

1
九
八
九
年
)
.
い
ず
れ
も
プ
ロ
モ
ー
タ
ー

(主
編
)
は
大

久
保
利
謙
氏
で
あ
っ
た
｡

(26
)

鹿
児
島
市
で
は
'近
代
諸
方
面
で
活
躍
し
た
当
地
出
身
者
に
つ
い
て
'

誕
生
地
な
ど
を
確
定
し
顕
彰
し
て
い
る
｡
例
え
ば

『鹿
児
島
市
内
の

史
跡
め
ぐ
り
』
(鹿
児
島
市
教
育
委
員
会
､昭
和
五
九
年
)
に
よ
る
と
'

明
治
洋
画
界
の
リ
ー
ダ
ー
黒
田
清
輝
や
藤
島
武
二
の
誕
生
地
に
つ
い

て
は
項
目
が
あ
り
的
確
な
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
が

(｢黒
田
清
輝

誕
生
地
｣
=
東
千
石
町
､
｢藤
島
武
二
誕
生
地
｣
-
池
之
上
町
)
'
重

野
安
鐸

(号
成
斎
)
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
｡
重

野
の
誕
生
地
に
つ
い
て
は
'お
そ
ら
く
門
弟
の
西
村
時
彦

(号
天
囚
｡

種
子
島
出
身
)
の
｢成
斎
先
生
行
状
資
料
｣
(史
学
雑
誌
二
二
編
五
号
'

明
治
四
四
年
五
月
｡
の
ち

『重
野
博
士
史
学
論
文
集
』
上
に
収
録
)

に

｢文
政
十
年
十
月
六
日
を
以
て
'
先
生
を
薩
摩
国
鹿
児
島
郡
阪
本

山
口
‥伊
地
知
季
通
と
太
政
官
正
院
歴
史
課
の
こ
と
ど
も

村
上
町
に
生
め
り
｣
と
記
さ
れ
て
以
来
の
こ
と
だ
が
'
鹿
児
島
市
坂

元
町
だ
と
み
ら
れ
て
い
る
｡
た
だ
重
野
が
没
し
た
翌
日
､
即
ち

『鹿

児
島
新
聞
』
明
治
四
十
三
年
十
二
月
七
日
付
の
記
事

｢重
野
博
士
逸

事

(上
)｣
に

｢博
士
は
垂
野
太
兵
衛
氏
の
長
男
で
'
母
堂
を
マ
ツ

子
と
云
ひ
'
文
政
十
年
十
月
六
日
､
鹿
児
島
城
下
の
小
坂
町
に
産
声

を
揚
げ
た
人
で
あ
る
｣
と
あ
り
'
注
目
で
き
る
｡
現
在
'
｢小
坂
町
｣

は
な
い
が
'
｢小
坂
通
｣
な
る
バ
ス
停
が
あ
る
｡
私
見
で
は
'
重
野

の
誕
生
地
は
そ
の
付
近
'
柳
町

(鹿
児
島
市
上
町
地
区
)
あ
た
り
だ

と
推
定
し
よ
う
｡

(補
注
)
前
掲
の
歴
史
課
長
の
上
申
書
に
は
'
伊
地
知
季
俊
ほ
か
'
長
英
と

松
浦
長
年
が
見
え
る
が
'
実
は
こ
の
両
人
の
履
歴
書
が
'
[修
史

館
員
転
免
履
歴
]
に
収
録
さ
れ

(伊
地
知
季
俊
の
分
は
収
録
さ
れ

な
い
)
'
上
申
書
の
記
事
に
照
応
し
て
い
る
｡
即
ち
長
英
(山
口
県

士
族
)
の
履
歴
書
に
は

｢同

(明
治
七
)
年
十

一
月
五
日

歴
史

課
御
用
掛
被
仰
付
候
事

他
月
俸
百
三
十
円
｣
と
見
え
'
松
浦
長

年

(東
京
府
平
民
)
の
も
の
に
は

｢同

(明
治
)
七
甲
戊
二
月
三

日

一
被
補
権
大
講
義
候
事
了
同
十
月
廿
五
日

一
歴
史
課
御
用

掛
被
申
付
候
事
｣
な
ど
と
見
え
る
｡
ま
た

[歴
史
課
中
宮
貝
諸
屈

綬
]
な
ど
に
も
､
当
時
の
両
人
の
書
類
が
散
見
さ
れ
る
｡
こ
こ
に

長

･
松
浦
の
両
人
は
実
際
に
歴
史
課
入
り

(勤
務
)
し
た
が
'
伊

･
地
知
季
俊
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
え
る
｡

五



長
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社
会
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[図1]｢十二等出仕伊地知季通滞在日当御渡願｣･
(国立公文書館『公文録』触台八年一月官員伺所収)
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[図2]伊地知季通受領書

(史料編纂所 『歴史課中官員諸届綴』 所収)
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